
※一件あたりの相談時間の上限はおよそ３０分間です。 

弁護士による無料法律相談を開催します！ 

      本相談会は新型コロナウイルス感染拡大防止を徹底のうえ、実施致します。 

      申込をされる方は、以下の４点について、ご理解とご協力をお願い致します。 
  
１．会場では、相談員と相談者との距離を空けたり、アクリル板の設置などの飛沫対策は致しますが、マスクの着用をお
願い致します。 

２．来所の際は、センター玄関に設置の消毒液を利用するなどして手指洗浄を行なってください。 
３．来所前に必ずご自身の体調を確認し、発熱等の風邪症状が見られる場合は、来所を中止し、社協事務局まで欠
席の旨をご連絡ください。 
４．本チラシ配布以降も、町内外の状況などによっては本相談会を中止等とする場合もございますので、予めご了承く
ださい。 

12月29日 
～1月3日の間は
センター休館とな
りますので、ご予
約受付等の対応
はできません。 
ご了承ください。 


